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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管上の所定位置へ固定できかつ所定位置に一つまたはそれ以上の感知装置を保持しか
つ位置決めした血管カプラであって、一対の対応するファスナ部の連結により形成され、
そのいずれか一方または両方が感知装置を受けるための受器を有する吻合カプラを含み、
前記ファスナ部は軸方向の複数のピンおよび複数の前記ピン間の孔によって連結されるよ
うに構成されている、血管カプラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概ね、医療装置、特に外科処置時または外科処置後に血管内の血流等のパラ
メタを監視するための装置に関する。他の形態として、本発明は、血管部相互の固定取り
付けのための吻合装置を含む、身体内血管に取り付けることのできる医療装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　過去数十年にわたり、微小管（microvascular)外科の領域、特に遊離皮弁組織外科にお
いて多くの進歩がみられる。遊離皮弁は、通常、プラスチックによる再構築外科、例えば
胸部再建に使用される。遊離皮弁手術において、組織および／または筋肉は関連動脈およ
び静脈と共に身体の一部から除去され、かつ身体の他の部へ再び取り付けられる。次いで
転移組織および／または筋肉の動脈および静脈は、転移組織および／または筋肉の血液循
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環を達成するために天然の動脈および静脈へ吻合される（即ち結合される）。
【０００３】
　遊離皮弁組織の天然組織への吻合は、典型的には、顕微鏡観察下で微小管技術を使用し
て行われる。過去数年において、幾つかの外科器具および技術が吻合補助のために開発さ
れている。吻合を形成するための既知システムはVentrica MVP（商標）システムである。
このシステムは二対の楕円形磁石と導出装置を含む。一対の磁石は移植血管内の吻合口を
形成するように配置される。他対の磁石は目標血管内の同一吻合口を形成するように配置
される。移植血管口は吻合を形成するために目標血管へ設置される。
【０００４】
　他の既知システムは、Jomed Solem 移植コネクタであり、コネクタ、ハンドルおよび組
み合わされた導出－膨張起動ユニットで構成される。コネクタはT形コネクタであり自己
膨張ステントを主本体内に有する。導出ハンドルは二つのL形ホルダと中心ピンを有する
。L形ホルダは冠状動脈へのコネクタの挿入を促進する。所定位置に一旦設置されると、
冠状動脈内のホルダの解除およびコネクタの膨張が中央針およびそのキャップを引き出す
ことにより開始される。自己膨張ステントはコネクタを冠状動脈内に縫合用針を用いるこ
となく固定する。
【０００５】
　他の既知システムは吻合カプラであり、本出願人による米国特許第４，６０７，６３７
号、４，６２４，２５７号、４，９１７，０９０号および４，９１７，０９１号に記載さ
れており、その開示はここに参考として組み込まれる。吻合カプラは外科医による二つの
血管端部の容易かつ効果的な結合を可能にする外科器具である。記載されたタイプのカプ
ラは、商品名、Microvascular Anastomotic Coupler Systemとして市販されている。製品
説明から理解されるように、このカプラは、リング形態の二つのファスナ部の使用を含み
、その上に取り付けるべき血管部がそれぞれ固定される。各ファスナ部は、血管部を閉鎖
して連結し、かつ順次血管を共に連結するために、更に、一連のピン、およびそれらのピ
ンを受けるための孔を有する。
【０００６】
　遊離皮弁外科は成功の歴史を持つが、皮弁不全による極めて望ましくない結果となる危
険性がある。皮弁不全の主な原因の一つは弁組織へ供給される血液の不足である。皮弁内
の循環を妨害する一般的なものとして、血管閉塞、出血、または感染がある。弁組織に充
分でない血液が供給される場合に、組織壊死を招来する。しかし、皮弁が適正な循環を受
けていないことを充分に早期に把握できれば、救助または救済され得る。血流不足が認識
された後に皮弁を救済するための時間の窓は非常に小さい。従って、転移皮弁における如
何なる血流不足も迅速に認識されることが重要である。
【０００７】
　手持ち型ドプラプローブ(Doppler probes)が、かかる外科処置前または処置時に血流を
評価するために外科医により利用できかつ使用される。例えば、Vascular Techology,Inc
.等の会社により製造されている手術用ドプラプローブを参照されたい。かるプローブは
典型的には身体内に設置または残されるのではなく、ペンのような装置の先端上に永久的
に位置決めされる。
【０００８】
　或る術後監視（monitoring)技術が、同様に、遊離皮弁組織内の血流を評価するために
使用される。一つの方法としてCook Swartz Doppler Flow Probe and Monitor System (C
OOK Vascular （商標）会社による使用のための指示を参照）等の装置の使用がある。こ
の製品は、血管開通性を評価するために有用であると記載されている。縫合可能カフに適
正に整合する移植可能２０MHZ超音波プローブは、設計された血管に沿った特定部位で微
小管融着の直接的血管監視を可能にする。モニタの可聴信号の不存在は還流の潜在的問題
が存在し、早期介入の機会が必要であることを医療スタッフに通報する。
【０００９】
　製品説明は、血管上に直接設置される１mm圧電結晶について、血管起源の特異性と共に
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流れを監視する手段を提供する（現場で３－７日間）と記載している。血管監視が終了す
るときに、プローブは最小限の牽引により除去できる。ケーブルおよびチャンネル照合、
ならびにモニタ内の内部自己テスト回路を含むトラブルシューティング・プロトコルは、
患者アセスメントを考慮すべきであると言われている。カフそれ自体（特許されていると
言われている）は、圧電結晶を血管へ適正に整合固定する。圧電結晶の偶発的離脱の危険
を減少するために、保持タブがロープを緩めるために設けられる。バッテリ作動はいずれ
の場所での監視をも可能にする。
【００１０】
　不運にも、上述のような装置は、特にプローブそれ自体が最適位置でない大凡の位置（
血液の流れに対して約９０°）にあることを含む、種々の欠点を有する。更に、カフそし
てプローブそれ自体の両者の位置は、予測不可能でありかつそれ自体変更を受ける、例え
ばカフは血管に沿ってかつ／またはそのまわりを移動し、更に患者自身が移動することさ
えある。
【００１１】
　Narayanan他による米国特許第５，５８８，４３６号は、ドプラ監視の静脈適用と思え
るものを提供している。米国特許第５，５８８，４３６号は、ドプラの使用が、器官移植
の一部としての血管融着、再建手術、および小血管を再取り付けおよび続く手術をしばし
ば中断させる他の処置に続く血流の監視を含む方法を記載している。この目的のために開
発された器具はカフを有する等のドプラ変換器頭部を血管へ固定し、かつ適宜超音波発生
器、バックスキャサリング(back-scattering)センサ、および制御コンピュータに取り付
けられて患者から延びた導体ワイヤにより切開を閉鎖する。
【００１２】
　米国特許第５，５８８，４３６号は、更に、超音波ドプラプローブとして、動脈瘤が成
功裏に処置されたか否かの決定を助けるために、頭蓋内部へ導入でき、かつ大脳血管上の
特定部位の血流測定するために脳の天然空間、即ち室および槽を横断するのに望ましい形
態で操作できるものを提供すると記載している。このプローブは、導電性ワイヤの先端ま
たは鞘の少なくとも一つの長軸に対して手術面の配向を固定するために使用できると言わ
れる手段を含む。
【００１３】
　従って、理解されるように、ドプラプローブは血流監視に役立つが、幾つかの欠点を有
する。移植プローブに関する一つの欠点は、血管内または血管周囲にプローブを確実に安
定設置する能力に欠けることである。変換器がその血管から首尾一貫した信号を受けるよ
うに適正に配向されるためにプローブは血管周囲に確実に位置決めされなければならない
。外科医は、自分の手または鋏で血管周囲にプローブを手動で位置決めしなければならな
いので、プローブの位置決めの困難性をしばしば報告している。プローブの位置決めは、
また、外科医が作業しなければならない身体内空間の限界故に問題である。位置決めの問
題は、また、プローブが偶発的に血管から離脱したりまた身体内で紛失したりする危険を
増大させる。従って、外科医による更に一層着実かつ容易な血管周囲へのプローブの位置
決めを可能にする装置および方法に対するニーズが残っている。
【００１４】
【特許文献１】米国特許第４，６０７，６３７号
【特許文献２】米国特許第４，６２４，２５７号
【特許文献３】米国特許第４，９１７，０９０号
【特許文献４】米国特許第４，９１７，０９１号
【特許文献５】米国特許第５，５８８，４３６号
【発明の開示】
【００１５】
　　［発明の概要］
【００１６】
　本発明は、血管上の所定位置へ固定できかつそこに所定方法（例えば位置および配向）
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で一つまたはそれ以上の感知装置を保持しかつ位置決めするための血管カプラを含む。感
知装置は、順次、外科処置による回復と成功に関する一つまたはそれ以上のパラメタを監
視しまたは評価するために使用できる。血管カプラは冠状動脈血栓症およびその他の処置
に使用できるような相対的に大きい寸法（例えば直径）、または微小管(microvascular)
処置に使用できるような相対的に小さい寸法であってよい。
【００１７】
　一形態において、前記血管カプラは、身体内に一旦位置決めされると、一つまたはそれ
以上の感知装置を受けるように構成されている。同一形態または選択的形態において、身
体内に位置決めされる前に、前記カプラを形成する一つまたはそれ以上のファスナ部が一
つまたはそれ以上の感知装置、またはその構成要素を具有する。
【００１８】
　本発明における使用に適したカプラは、単一構成要素（例えばJOMED-SOLEM Graft Conn
ector)、または複数の構成要素の形態（例えばVentrica MVP（商標）システムの適宜に変
更された形態の磁石、またはMicrovascular Anastomotic Coupler System)のファスナで
あってよく、かつ血管に連結でき、一つまたはそれ以上の血管部を結合し、かつ／または
血管上、周囲かつ／または血管内に位置決めするために使用できる。
【００１９】
　好適実施形態において、前記血管カプラは、血管の二つまたはそれ以上の部分を共に結
合することのできる吻合カプラであり、かつ前記感知装置はドプラ（Doppler)プローブを
含む。更に好適な形態において、吻合カプラは米国特許第４，６０７，６３７号、第４，
６２４，２５７号、第４，９１７，０９０号、および第４，９１７，０９１号に記載のタ
イプと実質的に同様のカプラであり、これらの米国特許は参考としてここに組み込まれ、
かつかかるカプラは対応する感知装置を受けかつ保持するために適当に改良されている。
【００２０】
　上記タイプの好適吻合カプラは、当接する血管部分を結合するために顕微鏡観察下で外
科医による連結を可能にする二つの同一ファスナ部を概ね含む。二つのファスナ部は、確
実な吻合結合を提供するために現場で二つのファスナ部の連結を可能にする導出装置へ予
め装備されていてよい。二つのファスナ部の一方または両方が対応する感知装置を受ける
ように、適宜導出器具上に着脱自在に位置決めされるドプラプローブの形態のごとく、構
成される。このような同一部の使用は、感知装置の設置のために外科医が一方または両方
を選択できるようにし、かつカプラの製造およびカプラそれ自体の使用を促進する。
【００２１】
　前記血管カプラと前記感知装置の組み合わせ体が現場で形成される形態において、一つ
またはそれ以上のファスナ部がそれぞれの感知装置の対応する部、例えばプローブ、に適
合する一つまたはそれ以上の適合部、例えば受器を有することが好適である。前記ファス
ナ部、そして前記カプラそれ自体の寸法および形状は外科医により選択され得る。このこ
とは、従来よりも更に安定かつ予定通りに外科医が対応する感知装置を位置決めかつ使用
できるようにする。
【００２２】
　好適実施形態において、例えば前記感知装置はそのまま使用できる従来ドプラプローブ
、または好適には、本発明の組み合わせ装置を形成するためにファスナ部の受器内に係合
するように適宜改良したドプラプローブを含む。受器は前記カプラ上に前記感知装置を位
置決めしかつ血管に対して適宜配向および方法で位置決めできるように構成されてよい。
特に好適形態において、受器およびプローブは、例えばここに記載するような挿入道具を
使用して受器へ初期設置し、かつその後にプローブを受器から除去し（例えば最小限の引
き抜き力により）、かつ身体それ自体から除去することを促進するように構成される。
【００２３】
　他の好適実施形態において、本発明は血管カプラを形成するために使用され、かつ固定
位置および／または形態において感知装置を取り付けるための受器を有するファスナ部を
提供する。
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【００２４】
　本発明は更にカプラ、感知装置（選択的導出器具を含む）、ならびにここに記載の組み
合わせ体、同様に相互に適宜適合もしくは係合させる手段を提供するために、従来カプラ
および／または従来感知装置を改良するキットまたはアダプタを形成する方法を提供する
。
【００２５】
　他の実施形態において、本発明はキットとして提供されてよく、キットはカプラ、およ
びドプラプローブのごとき感知装置を含み、感知装置はカプラ内の所定位置に設けられ、
または例えば挿入道具と共にまたは挿入道具内に分離して設けられる。ここに記載のタイ
プの挿入道具はそれ自体新規と考えられており、血管部位へのプローブの解除自在の導出
を可能にする。
【００２６】
［詳細説明］
　本発明は、カプラおよび／または共に位置決めできるタイプの感知装置、ならびに感知
装置をカプラ内に位置決めするための挿入道具等の他の種々の構成要素を含むシステムを
含み、ここに開示したタイプのカプラおよび感知装置の組合体を準備する方法ならびに使
用する方法を提供する。
【００２７】
　組み合わせ装置により許容できる感知装置の予測可能かつ所定の配向は、その使用中に
種々の新規方法および機会を可能にする。例えば、特定好適形態において、この発明の組
み合わせはドプラ感知装置による、ここで「流れ／速度トレンド分析」と呼ぶ方法の執行
を可能にするのに適する。流れ／速度トレンド分析において血管内の血流に関する種々の
特性が、後の収集データとの客観的比較の基準を提供するために、監視かつ記録され得る
。この基準は絶対条件として提供でき、例えば単位時間当たりの量を条件に、かつ／また
は相対的条件で、時間（例えば数時間または数日）の異なる点に対する特定血管内の流れ
かつ／または速度を比較することにより、または器具それ自体に固有の測定単位または閾
値との比較により提供される。この目的のために、大凡ドプラ移動頻度および血液速度に
比例する信号を発生するゼロクロッシング法（zero-crossing technique)が特に好適であ
ることを当業者は理解するであろう。
【００２８】
　本発明の好適カプラは、従来使用されているドプラプローブを超える独特の利点を有し
、カプラそれ自体の内径に対応する固定形態（血流に対する角度を含む）、ならびに固定
した均一断面を提供する方法でプローブの信頼できる位置決めを可能にする。これらの特
徴は、経時的に変化条件に対するデータの再登録、評価および操作を可能にし、かつ関連
する動力学および流れ特性（血液の流れそして速度を含む）の計算を可能にする。
【００２９】
　ドプラプローブの予測可能かつ安定した位置決め能力は、この方法において、従来装置
に伴う変動の多くまたは全部を減少する。吻合不全、欠損は急激であるので、血流を連続
的かつ信頼性をもって監視しかつ比較する能力は欠損事故の検出に関する信号を発生しか
つ送信するために使用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　次に、本発明を、血管上の所定位置に固定できかつそこで感知装置を保持かつ位置決め
する好適血管カプラを示す添付図面を参照して説明する。本発明に使用される血管カプラ
のファスナ構成要素の好適形態は図１～５に示されている。この形態において、血管カプ
ラは米国特許第４，６０７，６３７号、第４，６２４，２５７号、第４，９１７，０９０
号、および第４，９１７，０９１号に記載のタイプの吻合カプラである。このカプラは一
つのカプラシステムとして共に連結できる二つの同一ファスナを含む。この形態において
、二つのファスナは同一であるが、当業者には同一であるか否かを問わずいずれの形態の
ファスナも共に連結できる限り使用できることは理解されべきである。各ファスナは、更
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に、受器を有し、この受器は感知装置を受けることのできるように形成される。受器は感
知装置が血管からの読み取りを受けるのに適した任意角度で各ファスナのまわりに配向さ
れてよい。
【００３１】
　図１～５は、リング形状の好適ファスナを示す。ただし、当業者に理解されるように、
ファスナはいずれかの適宜形態に形成され得る。ファスナ２は平面平行の上面６および下
面８を有する。図１および４は上面６を示し、上面６は、ファスナ２の中心まわりの周辺
上に分配されかつ上面６から延在する複数の軸方向に向かうピン１０およびその中間の孔
１２を含む。ファスナ２の上面６は選択によりショルダ１４を含んでよい。
【００３２】
　図４はファスナ２の下面８を示し、かつ受器４を示す。好適には、受器４は下面８へ延
びている。好適形態において、受器４は、ファスナ２の長軸に対して所定距離および角度
を含む所定方法で感知装置を維持するために下面８を中心に配向される。更に好適な形態
が図５に示され、ここでは受器４は、ファスナ２の長軸に対してカプラを通る配向におい
て３０°の角度で感知装置を維持するために、下面８のまわりに配向される。
【００３３】
　図５に示されるような好適形態において感知装置はファスナ２の長軸に対してカプラを
通る配向において３０°の角度で感知装置を維持するが、当業者に理解されるように、他
の適宜配向および角度が採用できる。図８から１０は感知装置の他の可能配向を示す。図
８において、感知装置はカプラを通る配向においてファスナの長軸に対して９０°角でフ
ァスナの一つのまわりに位置決めされる。図９において、感知装置はカプラを通る配向に
おいてファスナの長軸に対して４５°角でファスナの一つのまわりに位置決めされる。図
１０において、感知装置はカプラを越える配向においてファスナの長軸に対して４５°角
でファスナの一つのまわりに位置決めされる。カプラを通る配向に関して、感知装置はカ
プラ間内にある血管領域内の血流を監視する。カプラを越える配向に関して、感知装置は
カプラの直接外側にある血管領域内、もしくは上流または下流の血流を監視する。
【００３４】
　好適形態において、感知装置は受器４へ挿入され、かつ摩擦により適所に保持される。
受器４は内面１６および外面１８を有する。受器４の内面１６は、摩擦により感知装置を
保持するに適した任意方法で形成されてよい。図６は、円形に形成され、かつ円形感知装
置が挿入されるときに摩擦嵌めするように受器４の内面１６のまわりで緯度方向に配向さ
れた一つまたはそれ以上のロッド部材２０を有する、内面１６を示す受器４の前面図であ
る。図７は図６に示された受器４の背面図であり、緯度方向に配向されたロッド部材２０
を示す。好適形態において受器４は円形に形成されているが、当業者に理解されるように
任意適宜形状が摩擦嵌めを達成するために採用できる。これらの実施形態において、ロッ
ド部材が示されているが、任意数の適宜ロッド部材が採用できることが当業者に理解され
るべきである。更に、ロッド部材は感知装置を維持するクッション性および摩擦力を高め
るために弾性であってよい。
【００３５】
　好適形態において、感知装置は摩擦嵌め可能な受器の使用によりファスナのまわりに固
定されるが、他の幾つかの方法がファスナへの感知装置の固定に採用できる。他の一方法
として、感知装置はシリコーン接着剤または他の適宜方法を使用してファスナへ取り付け
ることができる。ファスナの取り付け面への改良が、結合を改善するために使用できる。
例えば、取り付け面は、接着力を改善する付加的テキスチャを形成する粗面に形成されて
よい。他の例として、感知装置を内側に設置できるように空洞がファスナ内に形成されて
よく、そのようにして接着面領域を多くしかつ保持を向上させる。感知装置を固定する他
の方法として、感知装置は成形クリップまたは機械的ラッチ、およびピン機構を使用して
ファスナへ取り付けることができる。
【００３６】
　感知装置は吻合を形成する前または後にカプラへ固定されてよい。好適実施形態におい
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て、感知装置は吻合が形成された後に固定される。この実施形態において、カプラは共に
結合される二つのファスナを含み、かつ外科医は典型例として二つのファスナの一つにの
み感知装置を固定する。二つのファスナは、外科医が手術の外部環境まで感知装置をファ
スナへ固定する処置を施すことができるように感知装置を等しく受けるように構成される
。例えば、外科医が右利きか左利きかかによって特定ファスナを選択ことができる。同様
に、外科医は外科部位内の条件、例えば遊離皮弁が位置する側に基づいてファスナを選択
することができる。
【００３７】
　更に好適な実施形態において、感知装置はカプラの複数ファスナの一つの受器へ挿入さ
れる。感知装置をファスナ上の受器へ挿入するときに、外科医は任意適宜方法を使用して
よい。この実施形態において、感知装置は挿入道具を使用して受器へ挿入される。図１１
は本発明の好適挿入道具２２を示す。挿入道具２２は、ハンドル部２４、プッシング部材
２６、および先端部（tip portion)２８を含む。好適実施形態において、先端部２８は曲
折形態である。更に好適な実施形態において、先端部２８は４５°角曲折している。この
挿入道具は、外科医による感知装置のファスナへの取り付けをより一層容易にする点で有
利である。同様に、実際に受器へ挿入する前に感知装置が実際に機能するか否かを外科医
が試験することができる点で有利である。
【００３８】
　好適には、挿入道具は、感知装置の偶発的解除の危険性を減少する充分な力をもって感
知装置を保持する。感知装置がファスナへ取り付けられ、他方で挿入道具から離脱するこ
とを確実にするために、挿入道具／感知装置保持力は感知装置／ファスナ保持力よりも小
さいことが好ましい。感知装置の導出は挿入道具に連結された種々の解除または射出備品
の使用により促進できる。
【００３９】
　他の実施形態において、感知装置は吻合が形成される前にカプラへ固定される。この形
態において、カプラは二つの未連結ファスナを含む。感知装置は上記方法のいずれかによ
りカプラへ固定でき、または感知装置は二つのファスナの一方または両方に予め装備され
ていてよい。この実施形態において、感知装置がカプラの正常使用を妨害しないようにカ
プラに感知装置が予装備される。
【００４０】
　他の実施形態において、本発明はキットとして提供でき、キットはカプラおよび感知装
置を含み、感知装置はカプラ内適所に予装備されるか、または分離して、例えば挿入道具
と共にまたは挿入道具内に設けられる。
【００４１】
　本発明の感知装置は、術間または術後検出、組織生長、新陳代謝機能、および／または
微小管吻合等の外科処置時の血流の評価および／または監視を可能にする任意プローブで
あってよい。好適実施形態において、プローブは超音波ドプラ（Doppler)プローブであっ
てよい。更に好適な実施形態において、プローブは変換器、経皮リード線、外部リード線
、患者へ取り付けるための取り付けパッド、および連結コネクタで構成されるマルチコン
ポーネントシステムである。このプローブシステムはモニタに取り付けられる。図１２は
、取り付けモニタ３２を備えた完全マルチコンポーネントシステムを示す。図示されたよ
うに、変換器３４は二つのファスナの一つへ接続される。超音波ドプラ監視に適した任意
変換器が使用できる。好適形態において、変換器はHDPEまたはシリコーン等の認可された
移植可能材料で形成される。更に好適な実施形態において、変換器は圧電結晶を含む。更
に、変換器は吻合カプラのファスナ上に使用される受器の大きさに適合する任意寸法であ
る。例えば、円形変換器は内面円形の受器により受けられるのに適している。好適には、
変換器は、約０．５mmから約１mmの範囲の寸法の円形圧電結晶である。
【００４２】
　変換器３４は、その表面へ取り付けられた経皮リード線３６を有する。経皮リード線３
６は、好適には、一般的絶縁材により絶縁された二つのワイヤを含む。二つのワイヤは変
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換器からの２０MHz信号を監視するのに適した任意ワイヤであってよい。同様に、絶縁材
料は、例えばクラスVI医療グレード材料等の生物適合性材料を含む。
【００４３】
　基端３８で、経皮リード線３６は変換器３４の各面へ取り付けられた一つのワイヤを有
する。製造時に、これらの二つのワイヤの変換器の各面への取り付けは変換器それ自体と
の強力伝導結合を実現する任意方法が採用されてよい。適宜方法として、制限的でなく、
溶接、摩擦接合、接着剤結合、または変換器製造時のリード線取り付けを含む。更に、変
換器と二つのワイヤ間の結合は、リード線それ自体を単純に引っ張ることによりファスナ
の受器からプローブを分離できる強度でなければならない。その使用後に、変換器は受器
内で身体の内側に残されるか、または例えば受器から変換器を引っ張り、その後にリード
線を皮膚から身体表面へ引っ張るために、経皮リード線へ充分な力を付与する等により除
去されてよい。好適実施形態において、変換器３４と経皮リード線３６間の結合強度は、
機械的力を経皮リード線３６へ付与することにより患者から変換器３４を除去するために
必要な力よりも大きい。
【００４４】
　経皮リード線３６の先端部４０は人間の皮膚上に設置される選択的接着パッド４２内に
位置決めされた状態で示されている。接着パッド４２は、人間の皮膚への接触に適した医
療グレード材料、例えばUSPグレードVまたはVI材料で構成される。種々の他のアプローチ
が人間の皮膚へリード線を取り付けるために採用できる。接着パッド４２は、人間の皮膚
から接着パッドを除去するのに必要な力が外部リード線４６から経皮リード線３６を分離
するのに必要な力よりも大きくなければならないように皮膚へ取り付けられる。好適形態
において、外部リード線４６から経皮リード線３６を剥がすために必要な力は人間の皮膚
から接着パッド４２を除去するために必要な力よりも小さいものである。
【００４５】
　経皮リード線３６の先端部４０の最先端は、外部リード線４６の基端５０への更なる接
続を可能にする第一コネクタ４４が取り付けられている。外部リード線４６は信号を運ぶ
上で使用に適した任意ワイヤで構成され、かつ皮膚接触に適した材料で絶縁される。好適
には、リード線は２０MHzの信号を運ぶように構成される。
【００４６】
　好適には、第一コネクタ４４は医療グレード電気コネクタである。一実施形態において
、第一コネクタ４４は無ロック（non-locking)コネクタである。更に好適な実施形態にお
いて、第一コネクタ４４は医療グレード電気コネクタである。無ロックコネクタは、吻合
部位からの変換器の偶発的除去の危険性を少なくする上で有利である。即ち、外部リード
線４６が偶発的に引っ張られると、無ロックコネクタ４４は変換器３４を妨害することな
く経皮リード線３６から外部リード線４６を分離させる。
【００４７】
　外部リード線４６の先端４８は最終的にモニタ３２に接続される。外部リード線４６は
いずれの適宜方法によって接続されてもよい。好適実施形態において、外部リード線は第
二コネクタ５２を使用して接続され、第二コネクタ５２は第一コネクタ４４と同一タイプ
であってよい。モニタ３２は変換器３４へ送られる信号を発生し、かつ血管部位へ送信す
る。変換器３４は、そこで、血管から送信された信号を検出しかつその信号をモニタ３２
へ返信し、モニタはこの信号をユーザに読み取れる形態に変換する。例えば、この信号は
音に変換されるかまたは可視表示またはその両方に変換される。任意モニタ／プローブ組
合体が音響出力周波数を検出でき、かつ血流速度が使用される。好適には、モニタ／プロ
ーブ組合体は約８０～約３０００Hzの範囲の音響出力周波数を検出でき、かつ血流速度は
０．５cm/秒から約１５cm/秒の範囲である。
【００４８】
　好適実施形態において、モニタ３２はドプラ信号の周波数変化を表す可視数値を表示す
る。数値の使用は、パターンを検出かつ分析するために外科医による経時的数値の貯蔵お
よび変動把握を可能にする。選択的に、これらの数値は他の分析のためにコンピータのソ
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二つの吻合部位の監視を可能にする。この実施形態において、モニタ３２は一つまたはそ
れ以上のドプラプローブ入力を有し、かついずれかのチャンネルのユーザによる選択的監
視を可能にする。
【００４９】
　好適マルチコンポーネントプローブシステムがプローブをモニタに接続するためにリー
ド線を使用するときには、ワイヤレスシステムが使用でき、その場合にプローブはリード
線を使用することなくモニタと通信できるように構成される。このシステムは外科医が吻
合部位で身体内部にプローブを残すことを望む場合に特に有利である。
【００５０】
　本発明のカプラは感知装置と組み合わせ、またはその構成要素と組み合わせて、広範囲
に使用できる。ドプラ法を使用して血流と共に、例えば、一つまたはそれ以上の血流パラ
メタ、酸素、温度、pH、または一つまたはそれ以上の生化学成分、グルコースの存在また
は濃度、酸素レベル、を表示または測定するために構成できる。
【００５１】
　同様に、ここに記載のタイプのカプラは、自蔵プラットホームを含むプラットホームと
して使用でき、特定感知活動を遂行するために必要な種々の構成要素の一部または全部を
提供する。例えば、種々のエネルギ源およびデータ源、更にマイクロ回路コンポーネント
、およびマイクロ電子機械システム（MEMSおよびBioMEMSと呼ばれている)が小型で提供で
きかつカプラ表面上またはカプラ表面内に位置決めでき、関連信号を他の場所に設置され
た監視ユニットへ送信できる送信機を含む。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の好適形態によるファスナの斜視図である。
【図２】図１のファスナの他の斜視図である。
【図３】図１のファスナの下面を表す底面図である。
【図４】図１のファスナの上面を表す上面図である。
【図５】図４のＡ－Ａ断面からとったファスナの断面図である。
【図６】本発明の好適形態による受器の前面図である。
【図７】図６の形態による受器の背面図である。
【図８】９０°角を通るカプラ配向においてカプラのまわりに配向した感知装置を示す。
【図９】４５°を通るカプラ配向においてカプラのまわりに配向した感知装置を示す。
【図１０】４５°を越えるカプラ配向においてカプラのまわりに配向した感知装置を示す
。
【図１１】本発明の好適形態による挿入道具を示す。
【図１２】本発明の好適形態によるプローブシステムおよびモニタの説明図である。
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